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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
光電気混載基板に設けた光送信機または光送受信機の送信部であって、
　複数のチャンネルでレーザ光を出射する半導体レーザと、
　前記半導体レーザからそれぞれ光学的に結合され、前記チャンネルごとにレーザ光を変
調して光信号を生成する光変調器と、
　前記光変調器からそれぞれ結合され、前記光信号を外部に出力する光信号出力と、
　前記光変調器を駆動するために、入力パッドを介して電気信号の入力を受けるドライバ
ＩＣと、を備え、
　前記光電気混載基板の平面上で、前記半導体レーザの配置領域および前記ドライバＩＣ
の配置領域を含む第１領域における前記半導体レーザの配置領域が、複数の前記光信号出
力が配列された第２領域の配列方向に沿うように、前記ドライバＩＣの配置領域と隣接し
、
　前記入力パッドから前記ドライバＩＣまでの電気結線を配置する配線領域は、前記第１
領域とは重複せず、且つ、前記第１領域に関し前記第２領域とは反対側にある、光送信機
または光送受信機の送信部。
【請求項２】
　光電気混載基板に設けた光送信機または光送受信機の送信部であって、
　１または複数のチャンネルでレーザ光を出射する半導体レーザと、
　前記半導体レーザからそれぞれ光学的に結合され、前記レーザ光を２以上の入力光に分
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岐する光分岐部と、
　各前記光分岐部に設けられた２以上の光出力端子からそれぞれ結合され、前記分岐され
た入力光を変調して光信号を生成する光変調器と、
　前記光変調器からそれぞれ結合され、前記光信号を外部に出力する光信号出力と、
　前記光変調器を駆動するために、入力パッドを介して電気信号の入力を受けるドライバ
ＩＣと、を備え、
　前記光電気混載基板の平面上で、前記半導体レーザの配線領域および前記ドライバＩＣ
の配置領域を含む第１領域における前記半導体レーザの配置領域が、複数の前記光信号出
力が配列された第２領域の配列方向に沿うように、前記ドライバＩＣの配置領域と隣接し
、
　前記入力パッドから前記ドライバＩＣまでの電気結線を配置する配線領域は、前記第１
領域とは重複せず、且つ、前記第１領域に関し前記第２領域とは反対側にある、光送信機
または光送受信機の送信部。
【請求項３】
　前記一列に配列された光信号出力のそれぞれが、前記伝搬された光信号を回折させるグ
レーティング・カプラを備える、請求項１または２記載の光送信機または光送受信機の送
信部。
【請求項４】
　前記光変調器から前記光信号出力に前記光信号を伝搬する光導波路のそれぞれが、前記
光信号出力の配列方向に対して所与の角度で屈曲されるように配設された曲げ導波路を用
いて形成される、請求項１から３のいずれか一項記載の光送信機または光送受信機の送信
部。
【請求項５】
　前記ドライバＩＣおよび前記半導体レーザの上面を覆うように配置される排熱板を更に
備える、請求項１から４のいずれか一項記載の光送信機または光送受信機の送信部。
【請求項６】
　請求項５記載の光送信機または光送受信機の送信部において、前記ドライバＩＣおよび
前記半導体レーザのそれぞれの上面に放熱樹脂を設けることにより、前記排熱板が水平方
向と平行になるように高さを調整することを特徴とする、光送信機または光送受信機の送
信部。
【請求項７】
　光電気混載基板に設けた光送信機または光送受信機の送信部であって、前記光電気混載
基板の平面上に、
　光信号を外部に出力するグレーティング・カプラを一列に配列するための配列光インタ
ーフェイス配置領域と、
　該光インターフェイス配置領域に隣接し、排熱板を配置するための排熱板配置領域と、
　該排熱板配置領域に隣接し、電気信号入力用の導電ピンおよび電気結線を配置するため
の高速信号配線領域と、を設け、
　レーザ光を出射する半導体レーザと前記レーザ光を変調して光信号を生成する光変調器
を駆動するためのドライバＩＣとが、前記排熱板配置領域内において、前記グレーティン
グ・カプラの配列方向に沿って隣接するように配置され、
　前記排熱板が、前記半導体レーザおよび前記ドライバＩＣの上面を覆うように配置され
ること特徴とする、光送信機または光送受信機の送信部。
【請求項８】
　請求項７記載の光送信機または光送受信機の送信部において、
　前記半導体レーザから光学的に結合されて前記レーザ光を伝搬する第１の光導波路が、
前記配列方向と直交する方向に延び、且つ、前記高速信号配線領域に侵入することなく、
前記排熱板配置領域の周縁に沿って前記配列方向とは逆方向に延びるように配設された曲
げ導波路を少なくとも用いて形成される、光送信機または光送受信機の送信部。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光電気混載基板に設けた光送信機または光送受信機の送信部に関し、更に特
定すれば、光送信機または光送受信機の送信部のうち、半導体レーザおよびドライバＩＣ
の配置ならびにこれらに関連した光導波路の配設に特徴を有する光集積回路に関するもの
である。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ボード間、コンピュータ間、周辺機器間などの電子機器の接続において、電気配
線による信号遅延、発熱、ＥＭＩ（電磁放射ノイズ）の発生などの問題が表面化している
。電気配線で発生するこのような問題を解決するために、シリコンフォトニクス技術を用
いた光インターコネクションが開発されつつある（非特許文献１）。ここで、シリコンフ
ォトニクスとは、シリコンを材料とする光素子技術を意味しており、また、光インターコ
ネクションとは、外部機器などからの電気信号を光信号に、光信号を電気信号に変換して
、信号のやり取りを行う技術を意味する。
【０００３】
　このような光インターコネクションは、近年のＬＳＩ技術開発で培われたシリコンデバ
イスの量産技術が適用可能であるため、コスト削減に適している。光インターコネクショ
ンでは、光電気混載基板において、電気信号の入出力のための接続構成と光信号の入出力
のための接続構成が互いに干渉することなく、また、電気接続を簡便に行うことが可能な
構造とするとともに、光学接続のための構成を簡素化して、光学接続を正確且つ簡便に行
うことができるよう構成する必要がある。
【０００４】
　光インターコネクションに関する従来技術には、例えば特許文献１によるものがある。
特許文献１では、シリコン基板上にシリコンの光導波路と光変調器のドライバＩＣがモノ
リシックに集積され、アイソレータやレンズと一緒にアセンブリ化されたＬＤアセンブリ
を搭載している（特許文献１の図１Ａおよび図１Ａに関連する明細書の記載を参照のこと
）。モノリシックに集積された光導波路と光変調器のドライバＩＣは、同じ世代のプロセ
スが適用されることになるが、同世代のプロセスを適用する場合は、別世代のプロセスと
する場合に比較して消費電力や製造コストの点で不利となることが一般に知られている。
また、作製後の運用面までのコストを考慮すると、チップサイズの小型化やドライバＩＣ
の消費電力の低減の点で制約があり、高密度多チャンネルの光入出力を有する光インター
フェイス開発には向いていない。
【０００５】
　他方、チップサイズの小型化や消費電力の低減を目的とするために、ドライバＩＣをシ
リコン・フォトニクスチップとは独立して作製し、上記シリコンフォトニクス技術を用い
て、半導体レーザと共にシリコン・フォトニクスチップ上に集積および配置する従来技術
も存在する（非特許文献１および本願図面の図１～図３参照のこと）。
【０００６】
　図１および図２は、光電気混載基板に設けた従来技術の光送信機用の光集積回路１００
の平面概略図を示している。図１では、光導波路素子等の一般的な光学素子のシリコン基
板上の配置およびを示している。一方、図２では、光導波路等については示しておらず、
高速電気信号の入力パッド（例えば導電ピン）やドライバＩＣといった回路素子の配置を
示している。
【０００７】
　図１の光集積回路１００では、レーザ光が単チャンネルの半導体レーザ１から光学結合
により入射され、スポットサイズ変換器２を介して光導波路３を伝搬して、光カプラ４に
結合される。光カプラ４では、レーザ光が複数の入力光に分岐され、次いで、この入力光
が、曲がり部５ａを有する曲げ導波路として構成された光導波路を伝搬し、複数の光変調
器を配列した光変調器アレイ６０に入力される。光変調器アレイ６０から出力された光信
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号は、更に光導波路７を介して複数の光信号出力素子を配列した光信号出力素子アレイ８
０へと結合され、この光信号出力素子から光ファイバ等を通じて外部に出力される。
【０００８】
　光電気混載基板上では、図２に示されるように、電気接続を行うための複数の高速電気
信号の入力パッド（例えば導電ピン）９ａが基板平面周縁部に沿って配置される電気信号
入力アレイ９０、および光変調の制御を行うドライバＩＣ５０が配置され、更に光電気混
載基板上に高速電気配線の電気結線９５が形成されている。
【０００９】
　図１および図２の光集積回路１００は、これらのような配置とすることで、同一の光電
気混載基板平面に対する電気信号の入力や光信号の出力を可能としている。なお、上記は
光送信機用の光集積回路の一例として示したが、光送受信機の送信部用のものについても
同様である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】米国特許第８１６８９３９号
【非特許文献】
【００１１】
【非特許文献１】”Demonstration of 12.5-Gbps optical interconnects integrated wi
th lasers, optical splitters, optical modulators and photodetectors on a single 
silicon substrate”, OPTICS EXPRESS Vol. 20, No, 26 (2012/12/10) B256－B263
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　光電気混載基板平面における光学素子の配置態様に関し、例えば、半導体レーザ１、光
変調器６０、光信号出力素子８０の順に光信号を伝搬させるように、この順序で光学素子
を配置するような配置とした場合、半導体レーザ１を自ずと光変調器６０の入口側に配置
することになる。そうすると、当該半導体レーザ１の配置領域が、同じく光変調器６０の
入口側に配置される電気信号入力アレイ９０の配置領域と重複してしまい、高速電気配線
の電気結線９５の引き回しが困難となるという課題が生じる。その結果、電気配線を無理
なものとせざるを得ず、ドライバＩＣ５０への信号入力の波形に歪が生じ、信号品質に劣
化を生じさせるという更なる課題が生じる。半導体レーザ１を多チャンネル型のものとし
た場合は尚更である。
【００１３】
　図１および図２の例では、この点を考慮して、半導体レーザ１を平面右上コーナー部に
配置しており、電気信号入力アレイ９０や電気結線９５の配置領域に重複しないような配
置態様としている。
【００１４】
　更に図３を参照する。図３は、図１におけるＡ－Ａ’破線の断面図の概略を示す。図示
のように、従来技術の光集積回路１００では、光電気混載基板平面において、ＳｉＯ２か
ら成るＢＯＸ層１５が積層され、そして、ドライバＩＣ５０は当該ＢＯＸ層上に搭載され
る。他方、半導体レーザ１は、ＢＯＸ層１５の一部分をエッチングにより除去した台座上
に配置されている。この場合のドライバＩＣ５０の放熱性について検討すると、ＢＯＸ層
が存在するために、放熱をシリコン・フォトニクスチップ側から実施することは困難であ
るため、ドライバＩＣ５０側から放熱する必要がある。同様の理由で、半導体レーザの放
熱についても、シリコン・フォトニクスチップ側ではなくドライバＩＣ５０側から行う必
要がある。すなわち、上記電気信号の入力や光信号の出力に加えて、これら光学素子の放
熱についても同一の光電気混載基板平面に対して行うことが必要となる。そして、特に図
２のように平面右上コーナー部に半導体レーザ１が配置され、ドライバＩＣ５０とは物理
的に離れるような場合には、放熱ルートを２箇所別個に設ける必要がある。具体的には、
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これら離間して配置されたドライバＩＣ５０および半導体レーザ１を放熱させるために、
それぞれの上面に排熱板（図３には図示せず）を別個に配置することが必要になる。この
ように、放熱ルートを２箇所別個に設けると、排熱板のような部材コストが増加するとい
う課題が生じる。
【００１５】
　したがって、本発明による単チャンネルまたは多チャンネル型の半導体レーザ１０およ
びドライバＩＣ５０の配置関係に特徴を有する光集積回路を備えた光送信機または光送受
信機の送信部は、当該配置関係を工夫することにより、高速電気配線の電気結線９５の引
き回しが困難とならず、且つ、ドライバＩＣ５０への入力信号品質に劣化を生じさせない
ようにすることを目的とする。また、同一の光電気混載基板平面に対して、電気信号の入
力や光信号の出力、およびドライバＩＣ５０並びに半導体レーザ１０の放熱を実施するこ
とを目的とする。更にこの際、特に放熱ルートを複数設けることなく１箇所に纏めること
で放熱に必要な部材コストの増加を抑制することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　上記課題を解決するために、本発明は、多チャンネル型の半導体レーザおよびドライバ
ＩＣ５０の配置関係に特徴を有する光集積回路を備えた光送信機または光送受信機の送信
部を提供する。
【００１７】
　本発明の実施形態による光電気混載基板に設けた光送信機または光送受信機の送信部は
、複数のチャンネルでレーザ光を出射する半導体レーザ、半導体レーザにそれぞれ光学的
に結合され、チャンネルごとにレーザ光を伝搬する第１の光導波路、第１光導波路にそれ
ぞれ結合され、レーザ光を変調して光信号を生成する光変調器、光変調器にそれぞれ結合
され、該光変調器から光信号を伝搬する第２の光導波路、第２光導波路にそれぞれ結合さ
れ、伝搬された光信号を外部に出力する光信号出力、光変調器を駆動するためのドライバ
ＩＣを備えており、半導体レーザが、光電気混載基板の平面上で、複数の前記光信号出力
の配列方向Ｄに沿って、ドライバＩＣと隣接するように配置されること特徴とする。
【００１８】
　本発明の実施形態による光電気混載基板に設けた光送信機または光送受信機の送信部は
、1または複数のチャンネルでレーザ光を出射する半導体レーザ、当該半導体レーザにそ
れぞれ光学的に結合され、チャンネルごとにレーザ光を伝搬する第１の光導波路、第１光
導波路にそれぞれ結合され、レーザ光を２以上の入力光に分岐する光分岐部、各当該光分
岐部に設けられた２以上の光出力端子にそれぞれ結合され、分岐された入力光を変調して
光信号を生成する光変調器、当該光変調器にそれぞれ結合され、当該光変調器から光信号
を伝搬する第２の光導波路、当該第２光導波路にそれぞれ結合され、伝搬された光信号を
外部に出力する光信号出力（例えば、伝搬された光信号を回折させるグレーティング・カ
プラ）、光変調器を駆動するためのドライバＩＣを備えており、半導体レーザが、光電気
混載基板平面において、複数の光信号出力の配列方向Ｄに沿って、ドライバＩＣと隣接す
るように配置されること特徴とする。
【００１９】
　また、本発明の実施形態による光電気混載基板に設けた光送信機または光送受信機の送
信部は、ドライバＩＣおよび半導体レーザの上面を覆うように配置される排熱板を更に備
え、そして、ドライバＩＣおよび半導体レーザのそれぞれの上面に放熱樹脂を設けること
により、排熱板が水平方向と平行になるように高さを調整することを特徴とする。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】図１は、従来技術による光送信機用の光集積回路１００の平面概略図である。
【図２】図２は、従来技術による光送信機用の光集積回路１００の平面概略図である。
【図３】図３は、従来技術による光送信機用の光集積回路１００の断面概略図である。
【図４】図４は、本発明の実施形態による光送信機用の光集積回路２００の平面概略図で
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ある。
【図５】図５は、本発明の実施形態による光送信機用の光集積回路２００の平面概略図で
あり、光電気混載基板における素子配置領域について示す。
【図６】図６は、本発明の実施形態による光送信機用の光集積回路２００の断面概略図で
ある。
【図７】図７は、本発明の実施形態による光送信機用の光集積回路２００における光変調
器とグレーティング・カプラの結合態様の一例について示した概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　本発明の実施形態による光電気混載基板に設けた光送信機または光送受信機の送信部に
ついて、以下に図面を参照しながら詳細に説明する。なお、以下では主に光送信機を想定
して説明するが、光送受信機の送信部についても同様のことが言える。また、同様の構成
要素には同様の符号を付してある。
【００２２】
　図４は、本発明の実施形態による光送信機用の光集積回路２００の平面概略図である。
図４は主に、光導波路等の光学素子の配置態様を示しており、従来技術について示した図
１に対応する。
【００２３】
　図４に示すように、本実施形態による光送信機用の光集積回路２００は、光電気混載基
板において、1または複数のチャンネルでレーザ光を出射する多チャンネル型の半導体レ
ーザ１０が光電気混載基板平面の中央上方に配置される。そして、光集積回路２００は、
当該半導体レーザ１０に加えて、スポットサイズ変換器２０を介して半導体レーザ１０に
それぞれ光学的に結合され、チャンネルごとにレーザ光を伝搬する第１光導波路３０、第
１光導波路３０にそれぞれ結合され、レーザ光を２以上の入力光に分岐する光分岐部４０
ａ、各光分岐部４０ａに設けられた２以上の光出力端子４ａにそれぞれ結合され、分岐さ
れた入力光を変調して光信号を生成する光変調器６、光変調器６にそれぞれ結合され、当
該光変調器６から光信号を伝搬する第２光導波路７０、第２光導波路７０にそれぞれ結合
され、伝搬された光信号を外部に出力する光信号出力８０ａを備えている。
【００２４】
　また、本実施形態による光送信機用の光集積回路２００は、光変調器６を駆動するため
のドライバＩＣ５０（図４には図示せず）を備え、ここでは、半導体レーザ１０が、光電
気混載基板の平面において、複数の光信号出力の配列方向Ｄに沿ってドライバＩＣ５０と
隣接するように配置されること特徴とする。なお、第１光導波路３０および第２光導波路
７０の配置態様の特徴については後述する。
【００２５】
　なお、図４の光信号出力８０ａは、後述する図７に示す伝搬された光信号を回折させる
ためのグレーティング・カプラを備えることにより、同一の光電気混載基板平面に対する
、導電ピンによる電気信号の入力およびグレーティング・カプラによる光信号の出力を可
能とする。光信号出力８０ａは更に、グレーティング・カプラに光学的に結合され、且つ
、光電気混載基板の平面に対して所望の角度で立設されて、光信号を外部出力させるため
の光ピンを備えるようにするのが好ましいが、これに限定されない。
【００２６】
　ここでは光分岐部を図示しているが、半導体レーザのチャンネルが複数ある場合には光
分岐部を設けず、第１光導波路３０から直接光変調器に接続し、レーザ光を供給するよう
に構成してもよい。
【００２７】
　また、変調器の具体的な構成としては、例えば上記非特許文献１に開示されるようなＭ
ＭＩと位相シフターから構成されるものが想定されるが、これに限定されない。
【００２８】
　図５は、本発明の実施形態による光送信機用の光集積回路２００の平面概略図であり、
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光電気混載基板における素子配置領域について示す。図示のように、光電気混載基板の平
面には、光信号を外部に出力する光信号出力８０ａ（例えばグレーティング・カプラ）を
一列に配列するための配列光インターフェイス配置領域３００、当該光インターフェイス
配置領域３００に隣接し、半導体レーザ１０とドライバＩＣ５０の両方に対して１枚の排
熱板を配置するための排熱板配置領域５００、そして、当該排熱板配置領域５００に隣接
し、電気信号の入力パッド９ａ（例えば導電ピン）と電気結線９５を配置するための高速
信号配線領域４００が設けられている。
【００２９】
　図５からも分かるように、半導体レーザ１０が光電気混載基板平面の中央上方に配置さ
れ、且つ、ドライバＩＣ５０が当該半導体レーザ１０の下方（更に図５では、光分岐部４
０ａが一列に配列される光カプラ・アレイ４０および光変調器６が一列に配列される変調
器アレイ６０の上部）に配置される。すなわち、半導体レーザ１０は、排熱板配置領域５
００内において、光信号出力の配列方向Ｄに沿ってドライバＩＣ５０と隣接するように配
置される。半導体レーザ１０およびドライバＩＣ５０をこのような配置関係とすることに
より、高速電気信号の入力パッド９ａ（ここでは導電ピン）を配置するための高速信号配
線領域４００の占有面積をより大きくすることができ、特に従来技術について示した図２
と比較して、高速電気配線の電気結線９５の引き回しを容易にできることで、ドライバＩ
Ｃ５０への入力電気信号の品質を改善することができる。
【００３０】
　更に、半導体レーザ１０およびドライバＩＣ５０を図５のような配置関係とすることに
より、排熱板配置領域５００において１枚の排熱板２５をドライバＩＣ５０および半導体
レーザ１０の上面を共に覆うように配置することができる。このように放熱ルートを１箇
所のみに纏めることができ、放熱に必要な排熱板の部材コストを削減することができる。
【００３１】
　更に図６を用いて排熱板２５の配置態様について説明する。図６は、本発明の実施形態
による光送信機用の光集積回路に関し、図５におけるＢ－Ｂ’破線の断面図の概略を示し
、従来技術について示した図３に対応する。図示のように、半導体レーザ１０およびドラ
イバＩＣ５０の上面に放熱樹脂２３，２４をそれぞれ設けることにより、ＢＯＸ層１５か
らのそれぞれの高さを調整して、排熱板２５が水平方向と平行になるように配置している
。図３を用いて先にも説明したように、本発明の光集積回路２００では、半導体レーザ１
０がＢＯＸ層１５の一部分をエッチングにより除去した台座上に配置される。また、ドラ
イバＩＣと半導体レーザの厚みは必ずしも同じ厚みとは限らないことから、１枚の排熱板
２５をドライバＩＣ５０および半導体レーザ１０の上面を共に覆うように配置するには、
このような放熱樹脂２３，２４を用いて高さを調整することが必要になるためである。な
お、このような排熱板や放熱樹脂自体については当業者にとって公知のものである。
【００３２】
　次に再度図４を参照して光導波路の配設態様について説明する。図４からも分かるよう
に、本発明の光集積回路では光導波路の配設態様に特徴を有しており、具体的には、（ｉ
）半導体レーザ１０および光分岐部４０ａの間の第１光導波路３０、並びに（ｉｉ）光変
調器６および光信号出力８０ａの間の第２光導波路７０の配設態様に特徴を有している。
【００３３】
　まず、半導体レーザ１０および光分岐部４０ａの間の第１光導波路３０の配設態様につ
いて、再度図４および図５を参照して説明する。図４から分かるように、半導体レーザ１
０を配置する位置（図４では中央上方）の関係上、曲げ導波路により形成される各第１光
導波路３０は、まず、スポットサイズ変換器２０を介して半導体レーザ１０から上記配列
方向Ｄと直交する方向に延び、そして、曲がり部３０ａにより９０度屈曲されて、配列方
向Ｚとは逆方向に排熱板配置領域５００の周縁部分に沿うように延びるように配設される
。各第１光導波路３０は、更に、曲がり部３０ｂにより９０度屈曲されて、上記配列方向
Ｄと直交する方向で光出力端子４ａに結合されるように配設される。これにより、第１光
導波路３０が、図５に記載した電気信号の入力パッド９ａ（例えば導電ピン）や電気結線



(8) JP 6542668 B2 2019.7.10

10

20

30

40

50

９５を配置するための高速信号配線領域４００に侵入することなく適切に配設されること
を可能にする。このことは、高速信号配線領域４００における高速電気配線の電気結線９
５の引き回しの容易性をより一層確実なものにする。
【００３４】
　次に、光変調器６と光信号出力８０ａとの間の第２光導波路７０の配設態様について説
明する。図４からも分かるように、各第２光導波路７０は、光信号出力の配列方向Ｚに対
して所与の角度で屈曲されるように配設された曲げ導波路を用いて形成される。このよう
に曲げ導波路によって光導波路を形成するのは以下の理由による。すなわち、本発明の光
集積回路２００では、半導体レーザ１０を光電気混載基板平面の中央上方に配置するため
に、複数の光変調器６が一列に配列される変調器アレイ６０の領域を、従来技術（図１）
と比べて幾分か光電気混載基板平面の中央下方に移動させなければならない。その一方で
、複数の光信号出力部８０ａがＺ方向に一列に配列される光信号出力アレイ８０について
は、半導体レーザ１０の配置位置（中央上方）の影響を特段受けないために、光信号出力
アレイ８０の配置領域を従来の配置領域から移動させる必要がないからである。また、こ
の例では、光電気混載基板に設けた「光送信機」の例として説明しているが、これ以外に
も「光送受信機」として更に受信部と共に構成してもよく、光送受信機とした場合には、
光信号出力アレイ８０は光信号入出力アレイ８０’の一部として構成され、光信号入出力
アレイ８０’では更に光信号入力部８０ｂについても同様にＺ方向に一列に配列させる必
要がある。このように光送受信機における光信号入力部８０ｂも考慮した場合には、光信
号入出力アレイ８０’の配置領域を下方に移動させるべきではなく、固定の配置領域とす
るのが好ましいことが当業者にとって理解されるべきである。
【００３５】
　ここで、図７を参照して、光変調器６と光信号出力８０ａとの間の当該第２光導波路７
０の結合態様について説明する。この例では、光信号出力８０ａはグレーティング・カプ
ラを想定する。図示のように、曲げ導波路により形成される各第２光導波路７０は、グレ
ーティング・カプラの配列方向Ｚの直角方向に沿って光変調器６から延びるように配設さ
れる。次いで、曲がり部７０ａにより配列方向Ｚに対し所与の角度で屈曲され、そして、
曲がり部７０ｂにより再度配列方向Ｚの直角方向に屈曲されて、当該直角方向に沿って光
信号出力８０ａに結合されるように配設するとよい。なお、上述のように、光信号出力ア
レイ８０が光送受信機における光信号入出力アレイ８０’の一部分として構成される場合
を考慮すると、グレーティング・カプラ８０ａは、配列方向Ｚに対し上記所与の角度傾け
て配置して（曲がり部７０ｂがない状態で）第２光導波路７０から当該角度に沿って結合
されるのはあまり適さない。すなわち、図７のように、グレーティング・カプラ８０ａは
、配列方向Ｚの直角方向に配置され、第２光導波路７０から直角方向に沿って結合するよ
うに配置するのがよい。
【００３６】
　以上、図面を参照しつつ本発明の実施の形態を説明してきたが、当業者であれば、他の
類似する実施形態を使用することができること、また、本発明から逸脱することなく適宜
形態の変更又は追加を行うことができることに留意すべきである。なお、本発明は、上記
の実施形態に限定されるべきではなく、特許請求の範囲の記載に基づいて解釈されるべき
である。
【符号の説明】
【００３７】
光集積回路　　　　　　　　　　　１００，２００
半導体レーザ　　　　　　　　　　１，１０
ＢＯＸ層　　　　　　　　　　　　１５
スポットサイズ変換器　　　　　　２，２０
放熱樹脂　　　　　　　　　　　　２３，２４
排熱板　　　　　　　　　　　　　２５
光カプラ　　　　　　　　　　　　４
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光出力端子　　　　　　　　　　　４ａ
光カプラ・アレイ　　　　　　　　４０
光分岐部　　　　　　　　　　　　４０ａ
光導波路　　　　　　　　　　　　３，７，３０，７０
曲がり部　　　　　　　　　　　　５ａ，３０ａ，３０ｂ，７０ａ
ドライバＩＣ　　　　　　　　　　５０
光変調器　　　　　　　　　　　　６
光変調器アレイ　　　　　　　　　６０
光信号出力素子アレイ　　　　　　８０
光信号出力　　　　　　　　　　　８０ａ
導電ピン（入力パッド）　　　　　９ａ
電気信号入力アレイ　　　　　　９０
電気結線　　　　　　　　　　　　９５

【図１】 【図２】

【図３】
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